
金
滞
古
蹟
志
品
世
七

長
卿
の
御
妹
に
て
.
村
井
出
雲
長
次
K
嫁
せ
ら
れ
、
寛
永
十
八
年
陀

卒
去
な
り
。
さ
れ
ば
今
井
は
一
初
め
容
容
院
殿
陀
山
中
仕
し
、
務
呑
院
殿

卒
去
後
.
光
商
君
の
拙
山
中
荷
車
山
院
夫
人
民
奉
仕
せ
し
も
の
な
り
と
問

ゆ
。
又
松
袋
公
夜
話
銭
陀
、
商
品
加
公
陀
は
御
鉱
勘
別
而
御
上
手
に
て
‘

御
人
数
等
の
回
り
方
債
遊
節
の
御
算
盤
と
て
、
瓶
三
寸
許
e

長
さ
六

七
寸
貯
に
て
・
米
か
銀
か
一
色
目
を
も
り
た
る
も
の
、
川
怖
に
御
H
H

足

慌
に
被
ι
入
量
一
夫
れ
陀
て
毎
度
人
数
闘
り
被
ν
遊
候
主
、
後
K
芳
明
骨
院

殴
に
被
ν
泊
、
労
務
院
阪
よ
り
森
容
院
敗
へ
御
ゆ
づ
り
被
ν
成
・
今
井

と
申
年
寄
女
中
山
骨
容
院
殴
K
相
勤
め
有
v
之
成
、
右
算
盤
を
今
井
へ
御

預
け
被
砂市
川
。
出
廿
答
院
殴
逝
去
以
後
今
川
内
方
民
有
v
之
を
申
上
げ
指
上

げ
.
子
v
今
秘
叫
蹴
被
v
成
候
山
刷
、
享
保
七
年
二
月
二
日
御
意
也
と
見
え
.

又
相
公
絞
御
幼
少
の
時
、
御
家
に
仰
は
り
け
る
小
鍛
冶
の
御
長
刀

E

御
山
央
御
寝
間
の
上
段
丘
る
鴨
居
の
上
民
、
微
妙
公
御
指
幽
陀
て
掛
け

挫
か
せ
ら
れ
た
り
。
共
の
時
分
今
枝
民
部
.年
寄
女
中
松
村
今
井
杯

へ
巾
渡
し
、
必
宇
'
被
有
v
之
女
中
此
の
御
仰
の
内
へ
入
間
放
旨
‘
竪
〈

巾
付
置
き
け
る
皮
.
つ
や
と
申
す
女
中
被
有
・之
、
風
と
右
の
御
問
へ

入
り
け
る
に
、
共
の
餓
御
長
刀
務
ち
、
鞘
は
づ
れ
て
ね
だ
ま
で
切
り

込
み
た
り
。
今
井
松
村
た
ど
殊
の
外
恐
れ
け
る
よ
し
.
享
保
三
年
十

如
院
は
依
の
座
敷
牢
を
建
て
-
h

抑
飽
め
ら
れ
、
勢
之
助
殴
は
小
立
野

一
大
徳
院
の
境
外
に
強
居
せ
し
め
ら
れ
‘
周
波
尾
は
京
探
の
者
と
て
蛇

資
と
一
疋
ム
刑
に
行
は
る
べ
き
に
究
り
け
る
庭
、
禁
牢
の
内
舌
を
喰
ひ

切
り
死
せ
し
と
も
、
ま
た
断
食
し
て
死
す
と
も
云
ふ
と
あ
り
。

O
徳
川
将
軍
家
霊
堂

此
の
地
は
今
井
屋
敷
の
隣
地
に
て
・
選
右
衛
門
坂
下
に
鍵
堂
の
門
あ

り
た
り
。
一
-
一
代
将
軍
大
猷
院
殿
等
鉱
山
記
に
て
御
仰
殿
と
糾
し
、
問
団
彩

色
に
色
ど
り
た
る
鐙
堂
な
り
し
か

E
・
明
治
殴
務
の
際
取
段
た
れ
た

り
。
右
鍍
金
は
延
寅
二
年
東
照
宮
別
賞
所
由
来
空
K
.
大
猷
院
秘
御

俳
殿
御
池
鵬
首
は
、
苅
治
三
年
よ
り
被
=
仰
何
一
流
文
二
年
賀
六
月
廿
日

御
入
仰
と
見
え
、
叉
問
H
市
部
見
附
集
立
文
一
見
年
の
僚
に
は
.
大
猷
院
殿

御
鍵
堂
を
別
賞
屋
敷
之
側
K
被
ν
時
培
、
去
年
五
月
よ
り
新
民
被
ν
替
v
之、

今
年
八
月
功
部
。
綱
利
卿
初
め
て
京
都
民
て
御
品
世話
、
供
出
中
之
而
A

布
衣
渚
用
、
下
L
R

者
白
丁
を
指
す
と
あ
り
て
、
結
酎
務
五
世
審
議
中
将

制
紀
卿
の
時
、
此
の
地
に
初
め
て
逝
替
せ
ら
れ
た
り
。
然
る
を
三
州

芯
来
図
縦
覧
附
録
K
.
大
樹
怖
殿
は
立
永
二
年
法
立
.
別
常
一
脚
磁
苛

は
同
二
十
年
立
と
紀
紋
し
.
頭
註
花
、

一
段
御
宮
は
究
来
十
二
年

引
脚
磁
寺
は
同
二
十
年
と
あ
り
。
平
次
按
宇
る
に
、
究
永
二
年
民
側
殴

企
部
古
政
志
容
七

，、

月
九
日
御
窓
也
と
あ
り
。
湯
滋
聴
席
目
く
、
松
村
今
井
岡
人
共
に
松

雲
公
御
幼
少
の
時
よ
り
御
介
抱
仕
る
に
付
・
今
井
は
今
井
屋
敷
を
建

築
し
て
愛
民
泣
か
れ
、
養
子
主
命
ぜ
ら
れ
、
戸
間
組
負
と
て
七
百
石

賜
は
り
た

p
。
今
井
死
後
茶
場
料
と
て
五
，寸
石
賜
は
り
、
永
世
厚
く

記
ら
し
め
給
へ
り
と
ぞ
。

oa如
院
禁
鋼
所

民
如
院
は
.
窃
務
六
世
会
議
中
将
吉
徳
卿
の
裏
方
に
て
.
勢
之
助
君

等
の
生
母
な
り
し
か
ど
、
大
槻
内
政
允
の
錦
、
七
位
醐
畑
中
将
祭
反
骨
相

毅
筈
云
々
の
事
露
間
刷
し
、
今
井
屋
敷
陀
叫
銃
剣
せ
ら
れ
、
此
の
屋
敷
陀

て
胸
死
す
と
い
へ
り
。
前
問
。
慌
時
純
比
云
ふ
。
副
首
之
助
利
和
沼
。
生

母
名
貞
。
江
戸
芝
榊
明
制
服
鏑
木
内
総
政
幸
女
回
後
四
糾
ι
民
如
院
↓
究

延
元
年
七
月
有
ν
非官需
品手
金
制
開
↓
居
晶子
金
谷
別
A

筑
後
叫
明記銘剣
於
今
井
監

敷
ベ
翠
二
年
二
月
幽
死
咽
年
四
十

=τ
担
昌子
小
立
野
経
王
寺
境
内
↓
と

あ
り
て
、
今
も
同
寺
境
内
に
墳
墓
あ
り
。
俗
体

K
.
此
の
地

K
生
き

な
が
ら
忽
め
ζ

み
、
蛇
貨
に
命
ぜ
ら
る
。
紋
に
此
の
墳
墓
の
滋
に
蛇

の
穴
多
〈
蛇
甚
だ
多
し
と
い
ひ
俳
ふ
と
い
へ
ど
も
、
見
茸
の
俗
諺
涯

と
す
る
に
足
ら
宇
ロ
越
路
鋭
と
い
へ
る
冊
子
に
は
.
老
女
波
尾
が
白

紙
K
依
っ
て
‘
大
槻
内
山
肌
允
と
鍵
如
院
と
の
限
諜
悉
く
露
願
し
、
骨院

法
立
と
放
せ
た
る
は
、
若
し
く
は
立
文
二
年
の
訣
な
ら
ん
か
。
但
し

同
二
十
年
紳
臨
寺
立
っ
と
の
都
民
て
見
れ
ば
.
党
文
の
挟
K
も
あ
ら

宇
。
過
聞
な
る
べ
し
。

O
樋
現
堂
別
曾
屋
敷

此
の
地
は
.
逃
お
術
門
坂
の
下
‘
大
樹
品
川
殿
の
隣
地
た
り
。
別
世
屋

敷
と
も
紳
殻
寺
と
も
呼
べ
り
。
延
質
二
年
の
由
来
舎
に
一
宮
ム
。
御
官

御
池
替
は
小
品
武
イ
九
年
よ
り
同
二
十
年
k
t昨
成
.
別
賞
所
も
同
叫
酬
と

あ
り
。
菅
家
見
開
銀
陀
一
宮
ム
。
立
武
二
十
年
金
部
披
内
K
東
照
槌
現

の
胸
堂
を
新
池
せ
ら
る
h

錦
、
共
の
別
賞
江
戸
上
野
東
叙
山
寛
永
寺

御
門
主
の
院
家
常
照
院
を
招
諦
し
.
御
祭
般
の
規
式
被
v

動
・之
。
共

の
以
後
は
毎
年
凶
月
十
七
日
及
び

E
五
丸
月
法
柴
之
大
般
若
経
部

談
、
金
部
中
天
台
宗
の
寺
院
勤
v
之
。
常
照
院
は
江
戸
へ
蹄
院
し
.

冊
伊
代
伶
-
弟
子
松
槌
院
を
令
・也
、
年
々
松
槌
院
相
a
勤
之
吋
常
照
院
金

担
伸
来
臨
の
時
は
‘
御
宮
の
下
医
別
企
屋
敷
と
て
一
院
を
被
一-
建
立
一
変

K
被
ν
居
=
世
之
吋
山
品
開
院
闘
京
へ
下
向
の
後
は
、
松
槌
院
此
の
別
賞
屋

敷
に
居
住
す
。
常
限
院
は
此
の
以
後
来
叙
山
花
在
り
な
が
ら
.
・
川
州

問
山
現
堂
の
別
賞
枇
務
を
勤
め
た
り
。
常
照
院
日
光
御
官
の
翁
z
役
者
-

位
心
院
に
相
理
屈
し
、
品
川
市
問
院
は
加
州
不
破
氏
の
息
K
綾
田
之
。
次
の
常

七




